
        【学校法人立教学院立教大学における内部通報のフローチャート】         

《通報者》 《大学の対応》

　　　　電話・電子メール・書面

・通報を受け付けた旨を通知
・必要に応じて証拠等の提供を依頼
・受付対象外の通知はその旨を通知

↓

　　通報受付後概ね30日以内

・予備調査結果について通知

（本調査の実施の有無と理由、是正措置

の内容） 　　　　　　　　本調査の必要あり

　　　　　　　　　・資金配分機関へ報告

 　 

　　・実施決定後概ね30日以内に調査を

　　開始
　　・必要に応じて外部専門家から意見

・必要に応じて調査協力を依頼 　　　を聴取

　

　　・実施決定後概ね90日以内

・通報者に調査の結果、及び措置内容を

　　　　　　　不正使用認定
・悪意に基づく通報である場合は、通報者 　　・当該研究費の執行停止
への処分等を検討

　　・理事長への提案

　
　　　　　　　・資金配分機関へ報告

・通報者に調査の結果、及び

処分内容を通知。

通知

・通報の受付

　　・調査の必要性の検討
　　・調査の実施
　　・調査結果の報告

　　・懲戒処分等の提案

　

　

　　　通報申立書の受付

　
　　　・本調査の実施
　　　・調査結果の検証

・懲戒処分の審議

　

通

報

者

　
・本調査の要否判断　　　　　　本調査の必要なし

・不正使用の認定
・調査結果・認定の報告

通報処理の終了

・処分の判定

　

内部監査室内通報窓口

予備調査委員会

総　長

総長

調査委員会

人事委員会

　　・人事委員会の設置
理事長

　

　

総長

 不正使用なしの認定

総
長

総長


